
資料４

免許の拒否等の事由となる病気

○ 幻覚の症状を伴う精神病に関するもの
・ 精神分裂病
○ 発作により意識障害等をもたらす病気に関するもの
・ てんかん
・ 再発性の失神
・ 無自覚性の低血糖（人為的に血糖を調節することがで
きるものを除く。）

○ 上記以外の病気
・ そううつ病
・ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・ その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判
断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそ
れがある症状を呈する病気


